
消費者行政審議会資料
令和７年１１月２５日
鳥取市消費生活センター
（ 内 線 7 3 3 1 ）

本市では、消費者である市民誰もが安全な消費生活を送ることができるための「消費者の安全確保」と、誰にとっても
公正で持続可能な社会である「消費者市民社会の構築」を目指し、平成３０年３月に「主役は私たち 鳥取市消費生活プ
ラン（鳥取市消費者教育推進計画）」を策定しました。
このたび、計画期間（令和３年度～令和７年度）が終了することから、本計画の改定を行うものです。

１. 計画見直しの背景
近年、少子高齢化の進行や消費生活のグローバル化、デジタル化の進展により、年齢を問わずインターネット通販やＳ
ＮＳの利用によるトラブルが増加するとともに、成年年齢引下げによる若年者層のトラブルが増加するなど、消費者を取
り巻く環境は大きく変化しています。

２. 次期計画への追加項目および主な変更点
●デジタル化に対応した消費者教育（インターネット
・ＳＮＳ関連の子どもの消費者トラブル）を追加。

●カスタマーハラスメントが生じない持続可能な消費
活動が行われるよう、感情的にならない意見の伝え方な
どの情報発信を追加。

●幼児期から高校生期における消費者教育の推進 ⇒ ラ
イフステージに応じた体系的な消費者教育の推進に変更
し、若年者、勤労世代、高齢者等に対する消費者教育を
拡充。

「主役は私たち 鳥取市消費生活プラン

（鳥取市消費者教育推進計画）」の改定について

３. 策定スケジュール（予定）

R7.11月下旬 消費者行政審議会
（素案提案 ⇒ 委員意見）

R7.12月 市議会総務企画委員会報告（素案）

R7.12月 消費者行政審議会
（意見反映についての了承）

R8.1月上旬 市民政策コメント実施

R8.2月中旬 消費者行政審議会
（最終案提案 ⇒ 委員意見・了承）

R8.3月 改訂版「鳥取市消費生活プラン」
総務企画委員会報告



「第３期鳥取市消費者教育推進計画（素案）」について

主な変更点
第２章「本市における消費者教育の現状と課題」関係

〇 変更理由
近年、スマートフォンなどのデジタル機器の急速な普及により、年代を問わずイン
ターネットやＳＮＳの利用が日常的なものとなっています。
デジタル化の進展により、社会がより豊かで便利になる一方で、デジタル取引が増加

し、インターネット通販やＳＮＳ関連の消費者トラブルが増加するなど、全ての消費者
が消費者トラブルに遭う可能性が高くなっている現状から、「デジタル化の進展」につ
いて追記しました。
また、消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービ

スの改善を促すことにつながり、消費者の正当な権利の行使である一方で、近年、消費
者からの従業員に対する行き過ぎた行動が問題となっています。消費者からの過剰な要
求や不当な言いがかりは、商品やサービスを提供する事業者の従業員の労働環境の悪化
につながります。
消費者の権利と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての行動について認識

し、カスタマーハラスメントが生じない持続可能な消費活動が推進されるよう、「カス
タマーハラスメントについての啓発」についても追記しました。

１ 消費者を取り巻く環境の変化を追記



第４章「計画期間における重点施策と取組」関係

〇 変更理由
第２期基本計画では、「幼児期から高校生期における消費者教育の推進」を重点施策

の一つとして位置付けていましたが、令和４年４月の改正民法の施行による成年年齢引
下げで、未成年者取消権がなくなった大学や専門学校等の学生は、入学直後から様々な
トラブルに巻き込まれる可能性があることから、初年次教育における消費者教育の充実
を図るため、大学や専門学校等と連携し、若者に対して、消費者教育の意義の周知と学
びの充実に向けた施策を推進する必要があります。
また、勤労世代についても、若年者や高齢者に比べ、消費生活に関する学びの場が少

ない状況を踏まえ、従事する事業所や地域活動、さらには公民館活動など、様々な場面
で消費者教育が受けられるよう、勤労者向けの出前講座、講演会等の実施、各種イベン
トでの啓発等、消費生活の知識を身に付ける機会の充実を図る必要があることや、消費
者トラブルに遭うリスクの高い高齢者に対しても、様々な場面や機会を利用して、被害
防止のための注意喚起を行う必要があるため、「ライフステージに応じた体系的な消費
者教育の推進」に変更しました。

１ ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進に変更



「第３期鳥取市消費者教育推進計画（素案）」について
鳥取市消費者教育推進計画（対照表）

次期計画（素案） 現計画

第1章　計画策定の背景と目的

１　計画策定の背景と目的

（１）計画策定の背景

■消費者の安全確保への取組
　人は誰も、様々な製品やサービスなどを購入して生活を営む消費者
です。消費者の安全を確保することは、まちづくりの重要な目的で
す。
　消費者を取り巻く環境は時代とともに大きく変化し、大量生産・大
量消費の時代を迎え、様々な消費者トラブルが大きな社会問題となり
ました。本市では、平成21年５月に国や鳥取県の動きに合わせ、消費
生活相談員を配置した「消費生活相談窓口」を設けるとともに、平成
22年2月に「鳥取市消費者行政基本方針」を策定し、消費者の安全確
保に向けた取組を進めてまいりました。
　しかしながら、近年、消費者を取り巻く社会環境は、少子高齢化の
進行、情報化の進展による消費生活のグローバル化、デジタル化の進
展など、これまでにない変化を見せています。デジタル化の進展によ
り、社会がより豊かで便利になる一方で、デジタル取引が増加し、イ
ンターネット通販やＳＮＳ関連の消費者トラブルが増加しています。
また、令和４年４月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた
ことにより、これを契機とした若年者層の消費者トラブルの増加も懸
念されるなど、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。
　本市でも、消費者安全法の改正に伴い、平成28年４月に相談窓口を
「鳥取市消費生活センター」として整備し、より一層市民に寄り添い
ながら、様々な消費相談に対応しています。そして、消費者の安全を
確保するためには、消費者トラブルに巻き込まれないよう、消費に関
する知識を身に付けて互いに行動することができる消費者を育てるこ
とが必要であると考え、未然防止のための広報や啓発活動に取り組ん
でいます。

第1章　計画策定の背景と目的

１　計画策定の背景と目的

（１）計画策定の背景

■消費者の安全確保への取組
　人は誰も、様々な製品やサービスなどを購入して生活を営む消費者で
す。消費者の安全を確保することは、まちづくりの重要な目的です。
　消費者を取り巻く環境は時代とともに大きく変化し、大量生産・大量
消費の時代を迎え、様々な消費者トラブルが大きな社会問題となりまし
た。本市では、平成21年5月に国や鳥取県の動きに合わせ、消費生活相
談員を配置した「消費生活相談窓口」を設けるとともに、平成22年2月
に「鳥取市消費者行政基本方針」を策定し、消費者の安全確保に向けた
取組を進めてまいりました。
　しかし、近年、消費者を取り巻く社会環境は、少子高齢化の進行、情
報化の進展による消費生活のグローバル化など、これまでにない変化を
見せています。店頭以外に電話などによる通信販売やインターネット販
売などの新しい取引の増加や、現金以外に電子マネーや暗号資産（仮想
通貨）など様々な決済方法の普及、さらに新型コロナウイルス感染症の
拡大による社会不安に乗じた悪質商法等の発生など、その変化は大き
く、消費者が抱える問題も多様化、複雑化しており、消費者トラブルに
よる被害も発生しています。また、令和4年4月から、成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられることとなり、これを契機とした若年者層の消費
者トラブルの増加も懸念されます。
　本市でも、消費者安全法の改正に伴い、平成28年4月に相談窓口を
「鳥取市消費生活センター」として整備し、より一層市民に寄り添いな
がら、様々な消費相談に対応しています。そして、消費者の安全を確保
するためには、消費者トラブルに巻き込まれないよう、消費に関する知
識を身に付けて互いに行動することができる消費者を育てることが必要
であると考え、未然防止のための広報や啓発活動に取り組んでいます。



■公正で持続可能な社会の形成の必要性
消費生活のグローバル化や大量生産、大量消費の中で、消費者一人

ひとりの消費行動が社会経済の情勢や地球環境に大きな影響を与えて
います。より良い豊かなまちづくりのためには、消費者が、個々の消
費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生
活に関する行動が、現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情
勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正
かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会である、消費者市
民社会を構築することが必要と考えます。
　消費者市民社会の構築に向けた取組として、地域の活性化や雇用等
を含む人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル（倫理
的）消費」への関心が高まっています。例えば、自然環境を意識した
エコマーク付き商品やＬＥＤ電球の購入、地域活性を意識した地産地
消の取組、障がい者が携わる安全・安心で質の高い商品の購入、レジ
袋の有料化や食品ロスの削減への取組など、こうした社会的課題に配
慮した消費行動がすでに始まっており、自らの消費行動がまちづくり
に与える影響は大きいと考えます。鳥取県や本市でもその意義の周知
に向け、関連のシンポジウムや各種啓発事業を行っています。
　また、平成27年９月、国連持続可能な開発サミットにおいて「持続
可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を中核とする「持続可能な開発のため
の2030アジェンダ」が採択されました。このＳＤＧｓの12番目の目標
に「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられており、持
続可能な経済社会の形成に向けて消費者の行動が欠かせなくなってい
ます。我が国においても平成28年５月に総理大臣を本部長とした「持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設置され、ＳＤＧｓ実施
指針を決定し、目標達成に向けた施策を推進しています。消費者政策
については、消費者の安全確保に関する施策を始め、安心・安全で豊
かに暮らすことができる社会を実現するための施策がこの取組の中に
位置付けられています。
　本市においても、誰にも公正でこれからも持続できる社会を作り発
展させることでより良い豊かなまちづくりにつなげるため、自分の消
費行動が、社会全体に現在及び将来の世代にわたって影響を与えるも
のであることを認識して行動できる、自立した消費者を育てることが
必要と考えます。

■公正で持続可能な社会の形成の必要性
消費生活のグローバル化や大量生産、大量消費の中で、消費者一人ひ

とりの消費行動が社会経済の情勢や地球環境に大きな影響を与えていま
す。より良い豊かなまちづくりのためには、消費者が、個々の消費者の
特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関す
る行動が、現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球
環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能
な社会の形成に積極的に参画する社会である、消費者市民社会を構築す
ることが必要と考えます。
　消費者市民社会の構築に向けた取組として、地域の活性化や雇用等を
含む人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル（倫理的）消
費」への関心が高まっています。例えば、自然環境を意識したエコマー
ク付き商品やＬＥＤ電球の購入、地域活性を意識した地産地消の取組、
障がい者が携わる安全・安心で質の高い商品の購入、レジ袋の有料化や
食品ロスの削減への取組など、こうした社会的課題に配慮した消費行動
がすでに始まっており、自らの消費行動がまちづくりに与える影響を感
じていると思います。鳥取県や本市でもその意義の周知に向け、関連の
シンポジウムや各種啓発事業を行っています。
　また、平成27年9月、国連持続可能な開発サミットにおいて「持続可
能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を中核とする「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択されました。このＳＤＧｓの12番目の目標に
「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられており、持続可
能な経済社会の形成に向けて消費者の行動が欠かせなくなっています。
我が国においても平成28年5月に総理大臣を本部長とした「持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設置され、ＳＤＧｓ実施指針を決定
し、目標達成に向けた施策を推進しています。消費者政策については、
消費者の安全確保に関する施策を始め、安心・安全で豊かに暮らすこと
ができる社会を実現するための施策がこの取組の中に位置付けられてい
ます。
　本市においても、誰にも公正でこれからも持続できる社会を作り発展
させることでより良い豊かなまちづくりにつなげるため、自分の消費行
動が、社会全体に現在及び将来の世代にわたって影響を与えるものであ
ることを認識して行動できる、自立した消費者を育てることが必要と考
えます。

次期計画（素案） 現計画



■国の動向
  国では、平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」(以
降、「推進法」という。)が施行され、消費者教育を総合的かつ一体的
に推進することで国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目
的として、国においては消費者教育の推進に関する総合的な施策の策
定実施を責務とし、地方公共団体には国の施策を踏まえて消費者教育
推進計画を策定することを努力義務に定めています。
また、平成25年６月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」

(以降「基本的方針」という。)が閣議決定され、消費者教育の推進の
意義及び基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者政策との連
携に関する事項を定めるとともに、都道府県消費者教育推進計画及び
市町村消費者教育推進計画の基本となるものとして、推進法第9条に基
づき消費者教育に関する基本的な方針が示されました。
　この基本方針は、国や地方公共団体の施策の指針となるだけでな
く、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教職員、消費生活相
談員、地域福祉関係者、その他の幅広い消費者教育の担い手の指針と
なっています。
さらに、平成27年３月には消費者を取り巻く環境の変化や新たな課
題等に適切に対応し、消費者政策をさらに推進していくための「消費
者基本計画」が閣議決定され、目指すべき姿として「消費者市民社
会」の必要性が揚げられています。

■国の動向
　国では、平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」(以降、
「推進法」という。)が施行され、消費者教育を総合的かつ一体的に推
進することで国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とし
て、国においては消費者教育の推進に関する総合的な施策の策定実施を
責務とし、地方公共団体には国の施策を踏まえて消費者教育推進計画を
策定することを努力義務に定めています。
　推進法施行を受け、平成25年6月に「消費者教育の推進に関する基本
的な方針」(以降「基本的方針」という。)が閣議決定され、消費者教育
の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者政策
との連携に関する事項を定めるとともに、都道府県消費者教育推進計画
及び市町村消費者教育推進計画の基本となるものとして、推進法第9条
に基づき消費者教育に関する基本的な方針が示されました。
　この基本方針は、国や地方公共団体の施策の指針となるだけでなく、
消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教職員、消費生活相談員、
地域福祉関係者、その他の幅広い消費者教育の担い手の指針となってい
ます。

■県の動向
　鳥取県では、推進法及び基本方針の趣旨を踏まえ、県内の実情や県
民の意識・ニーズをとらえ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進す
るため、「鳥取県消費者教育推進計画」を、平成28年３月（令和６年
３月改定）に策定しました。その中で、消費者教育の推進に当たって
は、次の４点を重点的に取り組む内容として設定しています。
＜重点項目1＞　家庭・職域・地域における消費者教育に対する支援
＜重点項目2＞　要配慮者の消費者トラブルの未然防止に向けた地域の
見守り活動の支援
＜重点項目3＞ デジタル化に対応した消費者教育の推進
＜重点項目4＞　思いやり消費（エシカル消費）の実践に向けた消費者
教育の推進

■県の動向
　鳥取県では、推進法及び基本方針の趣旨を踏まえ、県内の実情や県民
の意識・ニーズをとらえ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進するた
め、「鳥取県消費者教育推進計画」を、平成28年3月に策定しました。
その中で、消費者教育の推進に当たっては、次の3点を重点的に取り組
む内容として設定しています。
＜重点項目1＞　消費生活センターを中心とした体系的な消費者教育の
推進
＜重点項目2＞　教育機関における消費者教育の一層の推進
＜重点項目3＞　高齢者・障がいのある人の消費者被害を防ぐ仕組みの
確立

次期計画（素案） 現計画





（２）「消費者市民社会」とは
変更なし

（２）「消費者市民社会」とは
　「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生
活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及
び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼ
し得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積
極的に参画する社会をいう。（推進法　第2条）

　自然環境、エネルギー・資源や食糧などの問題、人権や文化、思想な
どに関わる問題、雇用や活性化、災害復興など地域の関わる問題など、
様々な問題が私たちを取り巻いています。より良く豊かな社会をつくる
ためには、消費者が消費を個人的な目的を満たすだけのものと考えず、
社会、経済、環境等に消費が与える影響を考え、公正で持続可能なより
良い社会をつくるという意識を持って、選択や行動することが強く求め
られています。

（３）「エシカル（倫理的）消費」とは
変更なし

（３）「エシカル（倫理的）消費」とは
（エシカル（倫理的）消費とは）
　　地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行
動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(消費者基本計画より)

　消費者庁が平成27年5月に設置した「倫理的消費調査研究会」の中
で、エシカル消費とは「消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の
解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費
活動を行うこと」としています。そして、消費者・事業者・行政それぞ
れのエシカル消費の取組が、「消費者と事業者の協働によりWin-Winの
関係が作られることが経済の活性化につながること」や、「持続可能な
社会の実現、地域の活性化などの様々な社会的な課題の解決につながる
こと」などのことが、行政がエシカル消費を推進する意義と必要性であ
るとしています。
　エシカル消費には、「地元産品を購入する（地産地消）」、「食べ残
しを減らす」など日常的にすでに実践している消費行動が多く含まれて
います。「エシカル消費の分類イメージ」は普段の消費行動を分類し、
エシカル消費の取組内容をわかりやすく示しています。
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（２）カスタマーハラスメント対策

■消費者の権利と責任
　消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商
品・サービスの改善を促すことにつながり、消費者の正当な権利の行
使である一方で、近年、消費者からの従業員に対する行き過ぎた行動
が問題となっています。消費者からの過剰な要求や不当な言いがかり
は、商品やサービスを提供する事業者の従業員の労働環境の悪化につ
ながります。
　消費者の権利と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての
行動について認識し、カスタマーハラスメントが生じない持続可能な
消費活動が行われるよう、事業者に意見が適切に伝わるように、意見
の伝え方に留意する必要があります。

２ 消費生活相談の現状と課題

（１）消費生活相談の現状
■窓口と相談件数
　本市では、平成21年５月に「鳥取市市民総合相談センター」に、専
門の消費生活相談員を配置した「消費生活相談窓口」を設置し、面談
や電話等で相談を受けてきました。消費者安全法の改正に伴い、より

１　消費生活相談の現状と課題

（１）消費生活相談の現状
■窓口と相談件数
　本市では、平成21年5月に「鳥取市市民総合相談センター」に、専門
の消費生活相談員を配置した「消費生活相談窓口」を設置し、面談や電
話等で相談を受けてきました。消費者安全法の改正に伴い、より一層
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■持続可能でより良い社会の実現に向けた動き
　消費生活のグローバル化や大量生産、大量消費の中で、消費者一人
ひとりの消費行動が社会経済の情勢や地球環境に大きな影響を与えて
います。持続可能でより良い社会の実現を目指すためには、消費者
は、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自
らの消費生活に関する行動が、今後の経済社会や地球環境に影響を及
ぼし得ることを自覚し、公正かつ持続可能な社会の形成への積極的な
参画が望まれます。
　ＳＤＧｓの達成に向けて、地域の活性化や雇用なども含む人や社
会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費を実践することが必
要である、という認識をより多くの市民に広めていくよう啓発を行っ
ていく必要があります。









（２）鳥取市消費生活センターにおける今後の課題

■市民の意識調査より（鳥取県「消費生活に関する県民意識調査」
（令和６年度）より）
・県の消費生活センター及び市町村に消費相談窓口があることを知ら
ない方が半数を超えており、身近な相談窓口としての認知度の向上が
課題です。
・実際に被害にあった方の約半数が相談をしなかったと同意識調査で
は回答しており、相談者の被害の救済だけではなく次の被害の防止に
つなげるためにも、より多くの方に相談窓口を利用していただくため
の取組が課題です。

（２）鳥取市消費生活センターにおける今後の課題

■市民の意識調査より（鳥取県「消費生活に関する県民意識調査」（平
成30年度）より）
・県の消費生活センター及び市町村に消費相談窓口があることを知らな
い方が過半数を超えており、身近な相談窓口としての認知度の向上が課
題です。
・実際に被害にあった方の約半数が相談をしなかったと回答しており、
相談者の被害の救済だけではなく次の被害の防止につなげるためにも、
より多くの方に相談窓口を利用していただくための取組が課題です。

■消費生活相談の現状より
・鳥取市消費生活センターの役割分担率は県平均を上回ったものの全
国平均は下回っており、市民の身近な相談窓口としての更なる認知度
の向上が課題です。
・高齢者からの相談が依然と多く、特に特殊詐欺のターゲットとされ
るケースや、サプリメントなど健康食品をはじめとする定期購入に関
するトラブルが多くみられます。引き続き高齢者の消費者トラブルに
よる被害の防止に向けた対策が課題です。

■消費生活相談の現状より
・鳥取市消費生活センターの役割分担率は全国平均及び県平均をいずれ
も下回っており、市民の身近な相談窓口としての認知度の向上が課題で
す。
・高齢者からの相談が依然と多く、特に特殊詐欺のターゲットとされる
ケースや、サプリメントなど健康食品をはじめとする定期購入に関する
トラブルが多くみられます。引き続き高齢者の消費者トラブルによる被
害の防止に向けた対策が課題です。
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■消費者を取り巻く環境の変化より　（新設）
・デジタル化の進展により、インターネット通販やＳＮＳ関連の消費
者トラブルが増加しており、被害に遭わないため、消費者トラブルか
ら自らを守る力やを身に付ける重要性が高まっています。
　また、デジタル機器やサービスの利用に不慣れな消費者に対して、
トラブルを回避し、賢く利用するための講座の開催や、情報提供の実
施など、デジタル化に対応した消費者教育に取り組む必要がありま
す。
・近年、カスタマーハラスメントが問題となっています。消費者の権
利と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての行動について
認識し、カスタマーハラスメントが生じない持続可能な消費活動が行
われるとともに、感情的にならない意見の伝え方などの情報発信に取
り組む必要があります。



・若者からの相談で、最近ではＰＤＦ形式などの電子媒体で取引され
る情報商材に関する相談が見受けられます。ＳＮＳなどを通じて、社
会不安を煽ったり、安易な儲け話により契約してしまうことが多いた
め、若者への啓発活動が課題です。

・若者からの相談で、最近では情報商材に関する相談が見受けられま
す。ＳＮＳなどを通じて、社会不安を煽ったり、安易な儲け話により契
約をしてしまうことが多いため、若者への啓発活動が課題です。

３　消費者教育・啓発の現状と課題

（１）消費者教育・啓発事業の現状

■イベントや講演会による消費者教育事業
・鳥取市消費生活センターでは、主にエシカル消費の普及、取組を推
進するため、啓発イベントや講座を実施しています。大学や企業な
ど、産・学・官が連携し、より効果的な業を目指し取り組んでいま
す。
・講演会では、広く市民を対象にしたものや、親子向けの講座、市職
員の研修として実施するものなど、様々な主体に向けて開催していま
す。幅広い層に対し実施し、消費者教育の推進に取り組んでいます。
・教育委員会をはじめとする教育関係機関と連携し、消費者教育の取
組について情報交換を行い、現状や課題の把握を行っています。

２　消費者教育・啓発の現状と課題

（１）消費者教育・啓発事業の現状

■イベントや講演会による消費者教育事業
・鳥取市消費生活センターでは、主にエシカル消費の普及、取組を推進
するため、啓発イベントや講座を実施しています。大学や企業など、
産・学・官が連携しながら、より効果的な事業を目指し取り組んでいま
す。
・講演会では、広く市民を対象にしたものや、親子向けの講座、市職員
の研修として実施するものなど、様々な主体に向けて開催しています。
幅広い層に対し実施し、消費者教育の推進に取り組んでいます。
・教育委員会をはじめとした教育関係機関と連携し、消費者教育の取組
について情報交換を行い、現状や課題の把握を行っています。

■出前講座や巡回パネル展による啓発活動
変更なし

■出前講座や巡回パネル展による啓発活動
・鳥取市消費生活センターでは、地域や団体からの依頼を受けて出前講
座を実施しています。消費生活相談員による資料や啓発用ＤＶＤなどを
活用した講座のほか、鳥取市消費者団体連絡協議会による消費者寸劇も
実施しています。公民館など地域の集まりからの講座の依頼が多く、扱
うテーマは「悪質商法」「振込み詐欺」「見守りの必要性」といったも
のが主な内容となっています。

・公共施設や地区公民館を会場とした巡回パネル展や啓発用ＤＶＤなど
の資料の貸出、外部講師による講演会の開催などを行っています。
・注意喚起が必要な相談事例については、関連機関及び団体に対して、
随時情報提供を行っています。
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②消費者教育の担い手の育成と充実
変更なし

②消費者教育の担い手の育成と充実
　消費者教育を推進する上で、誰もがどこにいても生涯を通じて学びの
機会を得ることが重要です。そのためには、様々な主体が消費者教育の
担い手となり、取組を進めることが必要です。継続的な消費者教育を推
進するためには、新たな担い手の育成と充実を図りながら取り組むこと
が課題であると考えます。

③消費生活センターの周知と消費者教育の拠点化にむけた整備
　今後更に消費者教育を推進するためには、消費生活センターが消費
者教育の拠点としての機能を併せ持つことを一層周知するとともに、
様々な主体と連携し、コーディネート役としての機能を整備すること
が必要です。また、あらゆる状況でも消費者教育の継続を可能とす
る、オンラインなど新しいスタイルでの消費者教育を構築することが
課題であると考えます。

③消費生活センターの周知と消費者教育の拠点化にむけた整備
　今後さらに消費者教育を推進するためには、消費生活センターが消費
者教育の拠点としての機能を併せ持つことを一層周知するとともに、
様々な主体と連携し、コーディネート役としての機能を整備することが
必要です。また、あらゆる状況でも消費者教育の継続を可能とする、オ
ンライン形式など新しいスタイルでの消費者教育を構築することが課題
であると考えます。

第３章　計画の基本的な考え方

1　基本方針
変更なし

第３章　計画の基本的な考え方

1　基本方針

　　　「互いに学び、見守り、つなぐ　安全・安心なまちづくり」
　　　　　　　　～消費者市民社会の構築をめざして～

　様々な場面で消費者教育に触れることができるよう取り組むことで、
市民一人ひとりがお互いに学びながら、互いに見守り支え合い、人と
人、まちと人、そして今と未来をつないでいき、持続可能な、より良い
豊かで安心・安全なまちづくりを進めることを目指します。

２　基本施策
変更なし

２　基本施策
　消費者教育における課題として設定した３つの柱を基に、次の点を考
慮しながら施策を進めていきます。
○ライフステージや特性・場にあった体系的、効果的な推進
　消費者教育は、それぞれの成長段階や属する場の特性に合わせた取組
を続けることが効果的と考えます。「消費者教育の体系イメージマッ
プ」を活用し、段階的、体系的な取組となるよう考慮しながら進めてい
きます。
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○様々な主体の連携と協働による推進
　消費者教育には様々な主体があり、それぞれ消費生活における課題・
問題を把握し、自主的に取組を行っています。こうした取組を広く市民
全体に広げるために、主体同士の連携した取組や、多くの市民が参画す
る協働の取組となるよう考慮しながら進めていきます。
○持続的な取組に向けた担い手（人材）の育成・活用の推進
　消費者教育の推進のためには、様々な主体が担い手として取り組むこ
とが必要です。また、持続的な取組とするためには新たな担い手の育成
が必要です。学びのニーズに合わせた担い手の活用を図りながら、新た
な人材の発掘や担い手の育成について考慮しながら進めていきます。

（１）「消費者教育」、「消費者市民社会」の意義の周知

　「消費者教育の体系イメージマップ」を活用し、様々な主体と協力
し、「消費者教育」、「消費者市民社会」の意義の周知を図り、消費
に関して広く市民が参加する学びの場づくりを推進します。
■学校教育機関等（保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校）
　就学前は保育園、幼稚園等における生活する力をつけるための活動
の中で、また小・中・高等学校においては文部科学省の定める学習指
導要領に基づき、消費者として必要な力をつけるための教育が実施さ
れています。また、地域や保護者と連携した活動も行われています。
　学校や教育委員会など教育機関と協力し、幼児期～高校生期におけ
る意義の周知と学びの充実に向けた取組を推進します。

（１）「消費者教育」、「消費者市民社会」の意義の周知

　「消費者教育の体系イメージマップ」を活用し、様々な主体と協力し
ながら、「消費者教育」、「消費者市民社会」の意義の周知を図り、消
費に関して広く市民が参加する学びの場づくりを推進します。
■学校教育機関等（保育園、幼稚園、小、中、高等学校）
　就学前は保育園、幼稚園等における生活する力をつけるための活動の
中で、また小・中・高等学校においては文部科学省の定める学習指導要
領に基づき、消費者として必要な力をつけるための教育が実施されてい
ます。また、地域や保護者と連携した活動も行われています。
　学校や教育委員会など教育機関と協力しながら、幼児期～高校生期に
おける意義の周知と学びの充実に向けた取組を推進します。

■大学、専門学校等
令和４年４月の改正民法の施行による成年年齢引下げで、未成年者
取消権がなくなった大学や専門学校等の学生は、入学直後から様々な
トラブルに巻き込まれる可能性があることから、初年次教育における
消費者教育の充実を図るため、大学や専門学校等と連携し、若者に対
して、消費者教育の意義の周知と学びの充実に向けた施策を推進しま
す。
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■地域
　地域には、自治会、まちづくり協議会、公民館をはじめとして住民
が主体となって、地域課題の解決やまちづくりを推進するため様々な
活動を行っています。子ども会や、老人クラブ、いきいきサロンなど
それぞれの年代を中心としたコミュニティの場があります。
　また、消費者団体は、消費者に密接に関わり、様々な消費生活にお

■地域
　地域には、自治会、まちづくり協議会、公民館をはじめとして住民が
主体となって、地域の課題やまちづくりについて様々な活動を行ってい
る団体、集まりがあります。子ども会や、老人クラブ、いきいきサロン
といったそれぞれの年代を中心としたコミュニティの場があります。
　また、消費者団体は、消費者に密接に関わり、様々な消費生活におけ

ける課題・問題に対して自主的に取組を行っています。
こうした地域で活動する団体と協力し、各団体等の実施する取組を通
じて消費者教育の意義の周知と学びの充実に向けた施策を推進しま
す。

る課題・問題に対して自主的に取組を行っています。
　こうした地域で活動する団体と協力しながら、各年代に対する団体等
の実施する取組を通じて、消費者教育の意義の周知と学びの充実に向け
た施策を推進します。

■家庭
変更なし

■家庭
　家庭は日常の消費活動の場として、様々な問題や課題に向き合う機会
が多いことから、身に付けた知識を具体的な体験と結びつけ身に付ける
ことのできる最も身近な場所と考えます。また、家族が日ごろから消費
について話し、お互いに見守ることで、消費者トラブルに巻き込まれる
ことを防ぐことにもつながります。
　家庭において、日ごろから消費者教育について考える機会が増えるよ
う、消費者教育の意義の周知と学びの充実に向けた施策を推進します。

■家庭（カスタマーハラスメントについての啓発）　（新設）
消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける観点から、消費者の権利

と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての行動について認
識を促し、カスタマーハラスメントが生じない持続可能な消費活動が
行われるよう、消費者教育・啓発を推進します。
※カスタマーハラスメント：顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著
しい迷惑行為（出所：事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する
問題に対して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５
号））

学校教育機関等の次に表記しました ■大学、専門学校等
　大学や専門学校等では、それまでに身につけた消費者としての知識や
体験を基に、自分の意志で様々な消費活動を選択、実施し始める時期で
あると考えます。また、学生の専門分野における調査研究や社会活動を
通じて、消費者教育の取組への協力も期待されます。
　大学や専門学校等と協力しながら、若者に対して、消費者教育の意義
の周知と学びの充実に向けた施策を推進します。
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■事業所、事業所団体
　事業所に属する従業者は、収入を得て個人または家庭としての消費
活動を支える働き世代であるとともに、商品及びサービスを提供する
事業者としての側面を持つことも多く、職域での消費者教育の推進
は、消費者市民社会の形成における主体の育成につながるものとし
て、大きな効果が期待されます。
　本市では、事業者等と連携し、消費者教育の意義の周知と消費生活
や消費問題に関する情報提供し、職域での学びの充実に向けた施策を
推進します。

■事業所、事業所団体
　事業所に属する従業者は、収入を得て個人または家庭としての消費活
動を支える働き世代であるとともに、商品及びサービスを提供する事業
者としての側面を持つことも多く、職域での消費者教育の推進は、消費
者市民社会の形成における主体の育成につながるものとして、大きな効
果が期待されます。
　本市では、事業者等と協力しながら、消費者教育の意義の周知と消費
生活や消費問題に関する情報提供し、職域での学びの充実に向けた施策
を推進します。

■福祉施設、地域での見守りの場
変更なし

■福祉施設、地域での見守りの場
　福祉施設や安否の見守り活動の場は、日ごろから高齢者や障がい者等
と密接につながっており、消費生活に関する見守りを通じて、高齢者や
障がい者等に対して消費者被害の防止の取組につながる実践の場と考え
ます。
　本市では福祉施設や地域で、高齢者や障がい者等の見守り活動に携わ
る団体等の協力を得ながら、消費者被害の防止に向けた施策を推進しま
す。

（２）消費者教育の担い手の育成と充実
　消費者教育の推進のためには、様々な主体が担い手として取り組む
ことが必要です。
　各主体での消費者教育の担い手育成の取組を支援するとともに、主
体間の情報共有及び連携を進め、持続的な取組に向けた担い手の育成
と充実を図ります。
■教育機関関係者
　教職員や保育士など教育機関関係者は、幼児期～高校生期や成人期
（特に若者）における消費者教育推進の担い手として、大きな役割を
担っています。
　本市では学校や教育委員会など教育機関と連携し、より充実した消
費者教育に取り組む担い手となるよう、課題やニーズを把握し必要な
支援策を講じます。

（２）消費者教育の担い手の育成と充実
　消費者教育の推進のためには、様々な主体が担い手として取り組むこ
とが必要です。
　各主体での消費者教育の担い手育成の取組を支援するとともに、主体
間の情報共有及び連携を進め、持続的な取組に向けた担い手の育成と充
実を図ります。
■教育機関関係者
　教育機関の教職員や保育士など教育機関関係者は、幼児期～高校生期
や成人期（特に若者）における消費者教育推進の担い手として、大きな
役割を担っています。
　本市では学校や教育委員会など教育機関と協力しながら、より充実し
た消費者教育に取り組む担い手となるよう、課題やニーズを把握しなが
ら必要な支援策を講じます。

■地域で活動する団体
　地域には、自治会、まちづくり協議会、公民館など、地域住民が主
体となった団体や民生委員や愛の福祉訪問員など地域の見守りを行う
方々が、様々な活動を通して地域の実情や課題を把握していることか
ら、こうした方々が地域に応じて必要な消費者教育・啓発を推進する
担い手として大きな役割を期待されています。

■地域で活動する団体
　地域には、自治会、まちづくり協議会、公民館など地域住民が主体と
なった団体や民生委員や愛の福祉訪問員など地域の見守りを行う方々
が、様々な活動を通して地域の実情や課題を把握していることから、こ
うした方々が地域に応じて必要な消費者教育・啓発を推進する担い手と
して大きな役割を期待されています。
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　地域の担い手が日常の活動において、教育・啓発を推進できるよ
う、地域のニーズに合った担い手育成の出前講座の提供や、他地域で
の取組の紹介、国や県、市等の専門機関が実施する研修等についての
情報提供など、地域の取組に対する支援策を講じます。

　こうした地域の担い手が、日常の活動において教育・啓発を推進でき
るよう、地域のニーズに合った担い手育成の出前講座の提供や、他地域
での取組の紹介、国や県、市等の専門機関が実施する研修等についての
情報提供など、地域の取組に対して支援策を講じます。

■消費者団体・事業者団体
　鳥取市消費者団体連絡協議会をはじめとする消費者団体は、様々な
消費生活における課題・問題を把握し、それらに対する自主的な取組
を通じて、消費者教育推進の担い手として大きな役割を期待されてい
ます。
　また、事業者団体には、消費者からの意見・要望や、事業者がそれ
ぞれの事業活動で把握する課題・問題について、解決に向けた事業の
改善や事業所における研修等などの取組、消費者に対する情報提供を
行っていくことが期待されています。
　消費者団体や事業者団体がそれぞれの自主的な活動を通じて消費者
教育の担い手となるよう、団体や事業所のニーズに合った担い手育成
の出前講座の提供、他団体の取組や先進事例の紹介、国や県、市等の
専門機関が実施する研修等についての情報提供など、これら団体の取
組に対して支援策を講じます。

　■消費者団体・事業者団体
　鳥取市消費者団体連絡協議会をはじめとした消費者団体は、様々な消
費生活における課題・問題を把握し、それらに対する自主的な取組を通
じて、消費者教育推進の担い手として大きな役割を期待されています。
　また、事業者団体には、消費者からの意見・要望や、事業者がそれぞ
れの事業活動で把握する課題・問題について、解決に向けた事業の改善
や事業所における研修等などの取組、消費者に対する情報提供を行って
いくことが期待されています。
　消費者団体や事業者団体がそれぞれの自主的な活動を通じて消費者教
育の担い手となるよう、団体や事業所のニーズに合った担い手育成の出
前講座の提供、他団体の取組や先進事例の紹介、国や県、市等の専門機
関が実施する研修等についての情報提供など、これら団体の取組に対し
て支援策を講じます。

■高齢者や障がい者等を見守り活動に携わる団体等
　地域包括支援センターや障害者地域生活支援センターなどの相談窓
口や、社会福祉協議会や手をつなぐ育成会などの福祉団体、高齢者や
障がい者等の見守り活動に携わる団体等は、日ごろから高齢者や障が
い者等と密接にかかわることから、高齢者や障がい者等の消費者被害
防止に向けた、啓発・見守りの担い手として大きな役割を期待されて
います。
　高齢者や障がい者等の見守り活動に携わる団体が、日ごろの活動を
通じて消費者教育の担い手となるよう、各団体のニーズに合わせた担
い手育成の出前講座の提供や、先進事例の紹介、国や県、市等の専門
機関が実施する研修等について情報提供、見守りネットワーク（消費
者安全確保地域協議会）を活用した意見交換や情報共有、研修会の実
施などの支援策を講じます。

■高齢者や障がい者等を見守り活動に携わる団体等
　地域包括支援センターや障害者地域生活支援センターなどの相談窓口
や、社会福祉協議会や手をつなぐ育成会などの福祉団体、高齢者や障が
い者等を見守り活動に携わる団体等は、日ごろから高齢者や障がい者等
と密接にかかわることから、高齢者や障がい者等の消費者被害防止に向
けた、啓発・見守りの担い手として大きな役割を期待されています。
　こうした高齢者や障がい者等の見守り活動に携わる団体が、日ごろの
活動を通じて消費者教育の担い手となるよう、各団体のニーズに合わせ
た担い手育成の出前講座の提供や、先進事例の紹介、国や県、市等の専
門機関が実施する研修等について情報提供、見守りネットワーク（消費
者安全確保地域協議会）を活用した意見交換や情報共有、研修会の実施
などの支援策を講じます。
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■その他の消費者教育に関連する機関・団体等
　消費者教育の目的として、持続可能な社会の形成を行うことは、よ
り良い豊かなまちづくりに向けた行政の取組と目的を共有するものと
考えます。
　例えば、食育や地産地消の推進、環境教育や人権教育、国際理解教
育など様々な社会的課題に対する取組についても、消費生活と大きな
関連があり、そうした取組の場も消費者教育の推進の機会と考えま
す。
　このような取組を行う機関、団体等がそれぞれの自主的な取組を通
じて消費者教育の担い手となるよう、意見交換や情報共有による連携
を図り、担い手育成の出前講座の提供や、国や県、市等の専門機関が
実施する研修等について情報提供をするなど必要な支援策を講じま
す。

■その他の消費者教育に関連する機関・団体等
　消費者教育の目的として、持続可能な社会の形成を行うことは、より
良い豊かなまちづくりに向けた行政の取組と目的を共有するものと考え
ます。
　例えば、食育や地産地消の推進、環境教育や人権教育、国際理解教育
など様々な社会的課題に対する取組についても、消費生活と大きな関連
があり、そうした取組の場も消費者教育の推進の機会と考えます。
　この様な取組を行う機関、団体等がそれぞれの自主的な取組を通じて
消費者教育の担い手となるよう、意見交換や情報共有による連携を図
り、担い手育成の出前講座の提供や、国や県、市等の専門機関が実施す
る研修等について情報提供をするなど必要な支援策を講じます。

（３）消費生活センターの周知と消費者教育の拠点化に向けた
整備

　消費者教育は、様々な主体の取組を体系的、効果的に行うことが必
要です。様々な主体の連携や担い手の育成・活用を促進するため、消
費生活センターは大きな役割を担うことが期待されています。
　消費生活センターに配置されている消費生活相談員は、消費生活に
関する様々な専門的知識や豊富な経験を持っており、消費者教育にお
ける中心的な役割の担い手として期待されています。
　今後、更なる消費者教育の拠点化に向け、県及び市関係課との協力
体制を強化し、出前講座や啓発用ＤＶＤなどの啓発資料の貸出、イベ
ントの開催などの啓発事業に取り組みます。また、市職員への消費者
教育の意義の周知を図り、市の様々な施策で行われる事業を消費者教
育の視点でとらえることにより、相乗効果による事業の推進を図りま
す。
　また、消費者教育に取り組む団体、関係機関と情報共有を図り、消
費者教育に関する制度や取組、教材など情報の収集を積極的に行い、
様々な主体に対する活動の支援や連携などのコーディネート機能の整
備に向けて取り組みます。

（取組については、「第5章　計画の推進体制の構築」の「1　消費者
教育推進拠点としての消費生活センターの機能の充実」に表記しま
す。）

（３）消費生活センターの周知と消費者教育の拠点化に向けた整
備

　消費者教育は、様々な主体の取組を体系的、効果的に行うことが必要
です。様々な主体の連携や担い手の育成・活用の促進するため、消費生
活センターは大きな役割を担うことが期待されています。
　消費生活センターに配置されている消費生活相談員は、消費生活に関
する様々な専門的知識や豊富な経験を持っており、消費者教育における
中心的な役割の担い手として期待されています。
　今後、更なる消費者教育の拠点化に向け、県及び市関係課との協力体
制を強化し、出前講座や啓発用ＤＶＤなどの啓発資料の貸出、イベント
の開催などの啓発事業に取り組みます。また、市職員への消費者教育の
意義の周知を図り、市の様々な施策で行われる事業を消費者教育の視点
でとらえることにより、相乗効果による推進を図ります。
　また、消費者教育に取り組む様々な団体、機関と情報共有を図りなが
ら、消費者教育に関する制度や取組、教材など情報の収集を積極的に行
い、様々な主体に対する活動の支援や連携などのコーディネート機能の
整備に向けて取り組みます。

（取組については、「第5章　計画の推進体制の構築」の「1　消費者教
育推進拠点としての消費生活センターの機能の充実」に表記します。）
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第４章　計画期間における重点施策と取組

1　ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進

消費者が、自ら考え、選択し、行動する消費者力を身に付けるため
に、家庭教育、社会教育を通じ、ライフステージ（幼児期、小学生
期、中学生期、高校生期、成人期）に応じた消費者教育の機会を提供
し、消費者トラブルの未然防止を図るため、「消費者教育の体系イ
メージマップ」を活用し、体系的かつ効果的な消費者教育が実施され
るよう重点的に取り組みます。
■消費者教育イメージマップにおける位置づけ
ライフステージ（幼児期～成人期）の各期における各項目について
の体系的な教育・啓発
■想定される主な担い手
　教育機関関係者、教育委員会、地域で活動する団体、家庭、消費生
活センターなど

第４章　計画期間における重点施策と取組

1　幼児期から高校生期における消費者教育の推進

　消費者教育において、特に幼児期、小学生期、中学生期、高校生期は
消費の基礎を築く時期であり、その時期における消費者教育の充実は特
に重要と考えます。イメージマップを活用して保育園や幼稚園、小・中
学校、高等学校等での取組を整理し情報共有を図りながら、地域の取組
や家庭での活動へつなげていくことで、次世代を担う子どもたちにより
効果的な消費者教育が実施されるよう重点的に取り組みます。
■消費者教育イメージマップにおける位置づけ
　【幼児期～高校生期】の各期における各項目についての体系的な教
育・啓発
■想定される主な担い手
　教育機関関係者、教育委員会、地域で活動する団体、家庭、消費生活
センターなど

（取組方針1）小学校・中学校・高等学校における消費者教育の推進
（主な取組）
◆教育機関への消費者教育に関する情報提供
　○学校等における消費者教育を支援するため、学校教員が活用しや
すい出前講座や教員を対象にしたセミナーを実施するとともに、様々
な機会を通じて消費生活情報の提供等に取り組みます。
◆外部講師による出前授業の実施
　○学校等に直接アプローチを行い、教育現場のニーズを捉え、更な
る消費者教育の充実に向け、国や県、市等の消費者行政専門機関が保
有する教育資料や教材の提供、出前講座や講師派遣などの教育メ
ニューの情報提供を行います。
　○高等学校においては、成年年齢が18歳に引き下げられたことか
ら、クレジットカードやローン契約の仕組み、家計管理、キャッシュ
レス決済、金融トラブル等についての正しい知識の習得や危険性につ
いて、弁護士や消費生活相談員等が外部講師となる出前授業の実施に
取り組みます。
◆保護者と児童・生徒への消費者教育の意義及び取組の周知
　○教育委員会や学校等の協力を得ながら、学校等での様々な取組の
中で、保護者と児童・生徒に対して資料・パンフレット等を配布し
て、消費者教育の意義及び取組の周知を図ります。

（取組方針1）消費者教育についての意義及び取組の周知
（主な取組）
◆学校教育における消費者教育についての現状把握
　○教育委員会をはじめとした教育機関などと協力して、保育園や幼稚
園、小・中学校、高等学校等における消費者教育の取組について定期的
に情報交換を行い、現状や課題の把握を行います。
　○教育委員会等関係機関と意見交換をしながら、把握した現状や課題
について情報共有を図ります。
◆市職員への研修及び教育機関関係者への出前講座による周知
　○市職員への研修を実施し、消費者教育の意義及び取組についての周
知を図り、市全体で消費者教育を推進します。
　○消費者教育に携わっている教育機関関係者に対する研修や会議など
で出前講座を実施し、消費者教育の意義及び取組について周知を図りま
す。
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○保護者を対象とした啓発チラシの作成や保護者向け出前講座によ
る消費生活情報（主に、インターネット・ＳＮＳ関連の子どもの消費
トラブルに関する内容等）の提供を行います。
◆家庭における消費者教育の推進
　○保護者と児童生徒がともに参加する講座やイベントを実施するな
ど、保護者と一緒に学ぶ機会を提供し、家庭における消費者教育を推
進します。

（取組方針２）若年者への消費者教育の推進
（主な取組）
◆消費生活相談窓口の認知度向上
　○若年者が消費者トラブルに遭った場合に、解決に向けて相談する
ことの重要性や相談できる窓口の周知に努めます。
◆若年者への消費者教育の充実
　○成年に達して間もない若年者は、消費者としての権利や責任が大
きく変化する時期に当たります。社会との関係も深まり、親元から離
れて自立した生活をしたり、自らの判断により契約締結が可能になる
一方、社会的経験が乏しく消費者トラブルに巻き込まれる危険性が高
いことから、特に、初年次教育における消費者教育の充実を図りま
す。
　○将来を担う世代として、より豊かな生活を実現させるため、金融
リテラシーに基づく貯蓄や投資のあり方、将来の財産形成のための知
識等についても、大学・専門学校等と連携し、消費者情報の提供や消
費者教育出前講座等を実施します。
　○若年者が消費者問題に興味を持つようＳＮＳなどを活用した啓発
を行うなど、消費者被害の未然防止・拡大防止に努めます。

（取組方針２）各教育関係機関に向けた消費者教育の連携と支援
（主な取組）
◆幼児期から高校生期における取組の体系的な整理と情報共有
　○学校教育機関や、地域、県、市その他関係機関など各消費者教育の
主体による幼児期から高校生期までの消費者教育の取組や課題を把握・
整理し、イメージマップに基づき体系的に整理し、情報共有を図りま
す。
◆取組の連携、さらなる充実に向けた支援
　○各教育機関等と協力して、整理した取組や課題をもとに、各消費者
教育の主体の連携やさらなる充実に向けた支援策の検討を行います。
　○各年代に応じて、県や市関係機関と役割分担をし、より効果的な施
策の展開を行います。

（取組方針３）勤労世代のための消費者教育の推進
（主な取組）
◆勤労者向け消費者教育の推進
　○勤労世代は、若年層や高齢者に比べ、消費生活に関する学びの場
が少ない状況を踏まえ、従事する事業所や居住地域における地域活
動、さらには公民館活動など様々な場面で消費者教育が受けられるよ
う、勤労者向けの出前講座、講演会等の実施を図っていきます。

（取組方針３）学校教育機関と消費者行政、地域との連携の支援
（主な取組）
◆消費者行政専門機関による取組に対する支援
　○教育現場のニーズを捉え、さらなる消費者教育の充実に向け、国や
県、市等の消費者行政専門機関が保有する教育資料や教材の提供、出前
講座や講師派遣などの教育メニューの情報提供を行います。
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　○情報提供や啓発の充実
消費生活行政との接点が少ない勤労者等の消費者への、様々な媒体を
活用した消費生活の情報提供や各種イベントでの啓発等、消費生活の
知識を身につける機会の充実を図ります。

◆地域と連携した取組への支援
　○地域での活動の機会を捉え、出前講座や体験メニューの充実を図る
とともに、教材の提供により地域での学びの機会の拡大を図ります。

（取組方針４）高齢者等に対する消費者教育の推進
（主な取組）
◆高齢者等への効果的な情報提供
　○消費者トラブルに遭うリスクの高い高齢者に日頃から関わってい
る団体に対し、出前講座や研修会を実施するとともに、啓発資料や電
子媒体により情報提供を行います。
◆高齢者等に対する注意喚起の推進
　○各地域や公民館等で開催する出前講座により周知、啓発するとと
もに、庁内関係課や関係団体等と連携し、様々な場面や機会を利用し
て、被害防止のための注意喚起を行います。

（取組方針４）保護者への消費者教育の意義及び取組の周知
（主な取組）
◆保護者と児童生徒への消費者教育の意義及び取組の周知
　○教育委員会や学校等の協力を得ながら、学校等での様々な取組の中
で、保護者と児童生徒に対して資料・パンフレット等を配布して、消費
者教育の意義及び取組の周知を図ります。
　○ＰＴＡ等における消費者教育に関する研修等の実施に向けて、本市
が行う出前講座や啓発用ＤＶＤなど、消費者教育のメニューやパンフ
レット及びチラシ等の配布物の提供などの支援を行います。
◆家庭における消費者教育の推進
　○保護者と児童生徒がともに参加する講座やイベントを実施するな
ど、保護者と一緒に学ぶ機会を提供し、家庭における消費者教育を推進
します。

■計画期間における目標
◆幼児期から成人期における消費者教育の取組の体系的整理
　取組の体系的整理による情報共有と定期的な意見交換の場の確保
　各主体による具体的取組の現状把握と目指す姿の明確化

■計画期間における目標
◆幼児期から高校生期における消費者教育の現状把握と取組の体系的整
理
　取組の体系的整理による情報共有と定期的な意見交換の場の確保
　各主体による具体的取組の現状把握と目指す姿の明確化

２　高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぐ見守り体制の充実

　高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぎ、安全安心な消費活動を確
保するためには、本人への注意喚起だけではなく、家族、親族、地域
の方などによる日ごろからの声掛け、気づき、相談窓口への情報提供
が必要だと考え、高齢者や障がい者等の見守りに関わる方々への啓発
活動も進めます。
　また、見守りについては各組織がそれぞれ活動していますが、その
取組をより充実したものとするため、各組織や取組をつなぐ消費者見
守りネットワーク協議会を活用し、連携による被害防止の取組を強化
します。

２　高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぐ見守り体制の充実

　高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぎ、安全安心な消費活動を確保
するためには、本人への注意喚起だけではなく、家族、親族、地域の方
などによる日ごろからの声掛け、気づき、相談窓口への情報提供が必要
だと考え、高齢者や障がい者等の見守りに関わる方々への啓発活動も進
めます。
　また、見守りについては各組織がそれぞれ活動していますが、その取
組をより充実したものとするため、各組織や取組をつなぐネットワーク
を活用し、連携による被害防止の取組を強化します。
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■消費者教育体系イメージマップにおける位置づけ
変更なし

■想定される主な担い手
変更なし

■消費者教育体系イメージマップにおける位置づけ
　主に【成人期】の【商品等の安全性】【生活の管理と契約】【情報と
メディア】の項目について教育・啓発
■想定される主な担い手
　高齢者や障がい者等を見守り活動に携わる団体等、地域で活動する団
体、消費者団体・事業者団体、消費生活センターなど

（取組方針1）高齢者・障がい者等への消費者教育・啓発の推進
（主な取組）
◆高齢者・障がい者等における消費者問題の現状把握
　○高齢者及び障がい者等における消費者問題について、消費生活セ
ンターや警察への相談内容や、地域の見守りの方々が把握している問
題、課題を集約整理し、被害防止に向けて情報提供を行います。
◆高齢者・障がい者等への啓発活動の実施
　○消費者寸劇等の、分かりやすい出前講座のメニューの充実を図
り、高齢者・障がい者等への啓発の推進を図ります。
　○敬老会、いきいきサロン、公民館活動など高齢者が集まる機会を
捉え、高齢者や障がい者やその家族等へ啓発活動を実施するととも
に、課題の把握を積極的に実施します。
　○老人福祉施設、障がい者福祉施設等の高齢者や障がい者等が集ま
る場所に向けた啓発活動を実施するとともに、課題の把握を積極的に
実施します。
　○地域活動の機会を捉え、家族や地域の方々に見守りについての情
報提供や出前講座を行うとともに、課題の把握を積極的に実施しま
す。
◆高齢者・障がい者等を重点とした広報活動の実施
　○市報やケーブルテレビ、本市公式ウェブサイトなど様々な媒体を
活用して、消費者被害の実態や注意喚起などの情報提供を行います。
　○福祉部門や防犯部門の取組である高齢者宅訪問や施設訪問の機会
を捉え、連携して消費者被害の実態や注意喚起などの情報提供を行い
ます。

（取組方針1）高齢者・障がい者等への消費者教育・啓発の推進
（主な取組）
◆高齢者・障がい者等における消費者問題の現状把握
　○高齢者及び障がい者等における消費者問題について、消費生活セン
ターや警察への相談内容や、地域の見守りの方々が把握している問題、
課題を集約整理し、被害防止に向けて情報提供を行います。
◆高齢者・障がい者等への啓発活動の実施
　○消費者寸劇や落語など、分かりやすい出前講座のメニューの充実を
図り、高齢者・障がい者等への啓発の推進を図ります。
　○敬老会、いきいきサロン、公民館活動など高齢者が集まる機会を捉
え、高齢者や障がい者やその家族等へ啓発活動を実施するとともに、課
題の把握を積極的に実施します。
　○老人福祉施設、障がい者福祉施設等の高齢者や障がい者等が集まる
場所に向けた啓発活動を実施するとともに、課題の把握を積極的に実施
します。
　○地域活動の機会を捉え、家族や地域の方々に見守りについての情報
提供や出前講座を行うとともに、課題の把握を積極的に実施します。
◆高齢者・障がい者等を重点とした広報活動の実施
　○市報やＣＡＴＶ、消費生活センター公式ホームページなど様々な媒
体を活用して、消費者被害の実態や注意喚起などの情報提供を行いま
す。
　○福祉部門や防犯部門の取組である高齢者宅訪問や施設訪問の機会を
捉え、連携して消費者被害の実態や注意喚起などの情報提供を行いま
す。
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（取組方針２）「見守りネットワーク」を活用した見守り体制の構築
（主な取組）
◆見守りネットワークによる見守りの推進
　○見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）を活用して、
相互の意見交換や情報共有を定期的に行い、ネットワークとして連携
した取組につなげます。
　○ネットワークを活用して、緊急の注意喚起情報や窓口情報などを
適時的に情報提供し、見守り活動において情報が活かせるようにしま
す。
　○ネットワークにおける研修等の実施や各構成団体が開催する研修
等に対する資料提供や講師派遣などの支援により、見守り体制の充実
を図ります。

（取組方針２）「見守りネットワーク」を活用した見守り体制の構築
◆見守りネットワークによる見守りの推進
　○見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）を活用して、相
互の意見交換や情報共有を定期的に行い、ネットワークとして連携した
取組につなげます。
　○ネットワークを活用して、緊急の注意喚起情報や窓口情報などを適
時的に情報提供し、見守りへの活用を図ります。
　○ネットワークにおける研修等の実施や各構成団体が開催する研修等
に対する資料提供や講師派遣などの支援により、見守り体制の充実を図
ります。

◆見守りネットワークによる見守りの推進
　○見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）を活用して、
相互の意見交換や情報共有を定期的に行い、ネットワークとして連携
した取組につなげます。
　○ネットワークを活用して、緊急の注意喚起情報や窓口情報などを
適時的に情報提供し、見守り活動において情報が活かせるようにしま
す。
　○ネットワークにおける研修等の実施や各構成団体が開催する研修
等に対する資料提供や講師派遣などの支援により、見守り体制の充実
を図ります。

　○見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）を活用して、相
互の意見交換や情報共有を定期的に行い、ネットワークとして連携した
取組につなげます。
　○ネットワークを活用して、緊急の注意喚起情報や窓口情報などを適
時的に情報提供し、見守りへの活用を図ります。
　○ネットワークにおける研修等の実施や各構成団体が開催する研修等
に対する資料提供や講師派遣などの支援により、見守り体制の充実を図
ります。

　※鳥取市消費者見守りネットワーク協議会（消費者安全確保地域協
議会）
本市では、高齢者や障がい者の方々の消費者被害を未然に防止する
ために、福祉サービス事業者、民生児童委員、自治連合会、老人クラ
ブ連合会、障がい者団体、事業者、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンター、警察など様々な組織が連携して取り組んでいくため、消費者
安全法第１１条の３（消費者安全確保協議会）に規定する消費者安全
確保協議会として、令和５年１２月１日に「鳥取市消費者見守りネッ
トワーク協議会」を設置しました。
　この協議会の活動を通して、消費者被害の更なる防止に努め、市民
一人ひとりが安心して、安全に暮らせる地域社会づくりを推進しま
す。

　※見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）とは
　高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった人などの
消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守
り活動を行う組織。
　平成26年6月の消費者安全法の改正により設置が可能となった。
（役割）消費者被害に遭う可能性の高い「見守りを必要とする方」を、
地域での見守り活動を通じて、適切な情報共有を行い、消費生活セン
ター等に確実につなぐこ
とにより消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。
（構成）福祉関係事業者、社会福祉協議会、消費生活協力員（民生委員
など）、消費生活協力団体（金融機関など）、教育関係機関、警察、消
費生活センターその他地方公共団体の関係機関
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３　エシカル消費の意義の普及と推進
　「エシカル消費」は、消費者教育推進法に定義づけられた「消費者
市民社会」の考え方を具体化する一つの方向性であり、消費者市民社
会とあわせて「エシカル消費」の認知度を更に高めていくことは、公
正で持続可能な社会づくりにとって欠かせない視点です。消費者一人
ひとりが、社会的な課題に気付き、日々の買い物など消費行動を通し
て、その課題の解決のために自分は何ができるのかを考えてみること
がエシカル消費の第一歩です。そこで、本市の消費者教育推進の一つ
の柱としてエシカル消費を積極的に位置づけ、産・学・官が一体と
なって推進する体制の構築を目指します。

３　エシカル消費の意義の普及と推進
　「エシカル消費」は、推進法に定義づけられた「消費者市民社会」の
考え方を具体化する一つの方向性であり、消費者市民社会とあわせて
「エシカル消費」の認知度を更に高めていくことは、公正で持続可能な
社会づくりにとって欠かせない視点です。また、「エシカル」という
キーワードは、これまで個別に行われてきた様々な活動を一つに結び付
け、未来に向けた行動を志向することができるキーワードになる可能性
もあります。そこで、本市の消費者教育推進の1つの柱としてエシカル
消費を積極的に位置づけ、産・学・官が一体となって推進する体制の構
築を目指します。

■消費者教育体系イメージマップにおける位置づけ
変更なし

■想定される主な担い手
変更なし

■消費者教育体系イメージマップにおける位置づけ
　【各期】における【消費者市民社会の構築】の項目についての教育・
啓発
■想定される主な担い手
　エシカル消費に関連する機関・団体等、消費者団体・事業者団体、教
育機関関係者、消費生活センターほか

（取組方針1）消費者の消費行動の持つ意味の教育・啓発
（主な取組）
◆本市におけるエシカル消費に関する現状の把握
　○市民のエシカル消費に対する認知度及びイメージを定期的な調査
により把握し、効果的な啓発活動につなげます。
◆エシカル消費の認知度の向上
　○エシカル消費の持つ意味をより多くの市民に伝えるため、国、県
等が作成しているエシカル消費を紹介するチラシやパンフレットを活
用し、市独自の啓発資料を作成します。
　○市報やケーブルテレビ、ラジオ、本市公式ＬＩＮＥなど様々な媒
体を活用し、出前講座や各種イベント、消費者パネル展などの機会を
通じてエシカル消費の意義の周知を図ります。
　○自治会や公民館など地域活動の団体や事業所等の協力を得なが
ら、会報や公民館だより、企業報などにエシカル消費に関する記事の
掲載を依頼し、広く周知を図ります。
　○市の取組を推進するため、市及び関連する行政職員の研修等の機
会を捉え、エシカル消費の意義の周知を図ります。
　○次世代を育てる担い手として、特に子育て世代等が集まる機会を
捉え、エシカル消費の意義を周知し、消費行動の持つ意味を家庭を通
じて広げてもらうよう取り組みます。

（取組方針1）消費者の消費行動の持つ意味の教育・啓発
（主な取組）
◆本市におけるエシカル消費に関する現状の把握
　○市民のエシカル消費に対する認知度及びイメージを定期的な調査に
より把握し、効果的な啓発活動につなげます。
◆エシカル消費の認知度の向上
　○エシカル消費の持つ意味をより多くの市民に伝えるため、国、県等
が作成しているエシカル消費を紹介するチラシやパンフレットを活用し
ながら、市民の現状や活用機会にあった市独自の啓発資料を作成しま
す。
　○市報やＣＡＴＶ、動画配信サイトなど様々な媒体を活用したり、出
前講座や各種イベント、消費者パネル展などの機会を通じてエシカル消
費の意義の周知を図ります。
　○自治会や公民館など地域活動の団体や事業所等の協力を得ながら、
会報や公民館だより、企業報などにエシカル消費に関する記事の掲載を
依頼し、広く周知を図ります。
　○市の取組を推進するため、市及び関連する行政職員の研修等の機会
を捉えエシカル消費の意義の周知を図ります。
　○次世代を育てる担い手として、特に子育て世代等が集まる機会を捉
え、エシカル消費の意義を周知し、消費行動の持つ意味を家庭を通じて
広げてもらうよう取り組みます。
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第５章　計画の推進体制の構築

1　消費者教育推進拠点としての消費生活センターの機能の充実

　消費生活センターは、消費生活相談を受けるとともに出前講座など
の啓発活動を実施しています。今後、消費者教育の推進拠点を目指
し、消費者行政職員及び消費生活相談員による機能の充実を図りま
す。

第５章　計画の推進体制の構築

1　消費者教育推進拠点としての消費生活センターの機能の充実

　消費生活センターは、消費生活相談を受けるとともに出前講座などの
啓発活動を実施しています。今後、消費者教育の推進拠点を目指し、消
費者行政職員及び消費生活相談員による機能の充実を図ります。

（主な取組）
◆消費者教育に関する情報の収集及び提供、広報の充実
　○消費者教育に関連する資料や教材、支援メニューの情報、消費相
談などによって把握した消費者トラブルの現状、国や県の動向など、
様々な消費者教育に関する情報を収集、整理し、注意喚起などの情報
発信や、様々な問い合わせへの情報提供を行う情報拠点として機能の
充実を図ります。
　○消費生活センターの業務や取組に関して、あらゆる機会を捉え積
極的に広報を行い、広く市民に消費に関する相談窓口として消費生活
センターの周知を図ります。
　○対面やイベント等以外に、デジタルメディアを活用した情報提供
や多様な媒体を活用し、情報発信等、消費者教育の推進に努めます。
◆関係機関との協力体制、役割分担の明確化
変更なし

（主な取組）
◆消費者教育に関する情報の収集及び提供、広報の充実
　○消費者教育に関連する資料や教材、支援メニューの情報、消費相談
などによって把握した消費者トラブルの現状、国や県の動向など、様々
な消費者教育に関する情報を収集、整理し、注意喚起などの情報発信
や、様々な問い合わせへの情報提供を行う情報拠点として機能の充実を
図ります。
　○消費生活センターの業務や取組に関して、あらゆる機会を捉え積極
的に広報を行い、広く市民に消費に関する相談窓口として消費生活セン
ターの周知を図ります。
　○対面やイベント等以外に、オンラインなど新しいスタイルでの消費
者教育の方法を研究し、あらゆる状況でも消費者教育の継続が可能とな
る仕組みの構築を図ります。
◆関係機関との協力体制、役割分担の明確化
　〇国や県、近隣自治体との協力体制を強化し、連携して消費者教育に
取り組むことにより、相乗的効果を図ります。
　○県や市関係課との情報共有・意見交換を定期的に行い、相互に役割
分担を確認しながら協力体制のもと効果的な消費者教育の推進を図りま
す。
　○国や県の開催する消費者行政担当職員に対する会議・研修に積極的
に参加し、情報収集や意見交換に努めます。
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◆消費者教育におけるコーディネート機能の整備
変更なし

◆担い手育成に向けた支援
変更なし

◆消費者教育におけるコーディネート機能の整備
　○国、県や地域や学校など様々な消費者教育の主体の取組の連携や、
消費者教育のニーズと取組のマッチングなど、消費者教育推進に向けた
コーディネート役として機能できるよう、積極的に情報共有を図りま
す。
◆担い手育成に向けた支援
　○国や県が実施する消費生活相談員向けの専門研修へ積極的に参加
し、消費生活相談員のスキルアップを図ります。
　○市職員への研修を実施し、消費者教育の意義や本市における消費者
教育の取組について周知を図ります。
　○教育機関関係者や地域で活動する団体等における消費者教育の担い
手育成に向けた取組に対して、出前講座の実施や講師派遣、教材等の提
供を行います。
　○鳥取市消費者団体連絡協議会による消費者啓発寸劇など、各種団体
による消費者教育の推進に向けた活動を支援します。
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